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性暴力根絶条例に係る指針の改正について 

 

１ 経緯及び趣旨 

  令和６年３月２９日に「福岡県における性暴力を根絶し、性被害から県民等を守るため

の条例」（平成３１年福岡県条例第１９号）が一部改正された。 

  改正後条例では、「性暴力となる行為に関し、その考え方、具体的な例、根絶に向けた対

応の在り方等について検討を行い、検討の結果を踏まえ、その成果を性暴力の根絶に向け

た対応に係る指針として告示するものとする。（第１６条第２項、第３項）」とされた。 

  また、学校、スポーツ施設などの場所で、性的な意図をもって、同意を得ることなく、か

つ正当な理由がなく撮影する行為に係る性被害を防止する措置を講ずる必要があることな

どが盛り込まれた。 

これらのことを踏まえ、性暴力根絶に向けた対応の在り方や指針の改正を検討する必要

がある。 

 

２ 改正の考え方 

改正後条例では「県民等は、条例第１６条第３項の規定により知事が定める指針等を踏

まえ、性暴力となる行為を行ってはならない」とされていることを踏まえ、改正する指針

では、性暴力根絶に向けた対応を過不足なく盛り込むとともに、県民にわかりやすい内容

としたい。 

 

３ スケジュール（案） 

時期 内容 備考 

７月２２日 令和６年度第１回性暴力対策会議 改正案の提示・協議 

９月頃 令和６年度第２回性暴力対策会議 

（書面開催） 

改正案等に係る意見照会 

関係各所調整 

１０月頃 令和６年度第３回性暴力対策会議 改正案等の取りまとめ・決定 

１２月 告示  

 

４ 指針改正案 

 ・現指針と改正指針案の項目に係る比較は次ページのとおり。 

・改正後指針案は資料２のとおり 

 ・資料２における具体的取組は、主な取組を例示するものであり、具体的な取組について

は別途作成する予定の「参考資料（仮称）」でお示ししたい。

資料１ 
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〇現指針と改正指針案の項目に係る比較 

 現指針  改正指針案  

指 

針 

１ 性暴力とは  １ 趣旨 新規 

（１）同意  ２ 基本的な考え方 新規 

（２）性暴力となる行為の例  ３ 性暴力とは  

２ 性暴力被害に見られる特徴  ４ 各主体の責務  

（１）性暴力の影響の例  （１）県 新規 

（２）性暴力に関する二次被害  （２）県民  

３ 性暴力をなくすための対応  （３）事業者  

（１）県民が行うべきこと  （４）市町村 新規 

（２）事業者が行うべきこと  ５ 具体的取組 新規 

  （１）性暴力の発生予防  

  （２）性暴力被害者支援  

  （３）性暴力加害者対策  

  （４）その他  

 考 資 料     

参 
考 

資 

料 

１ 性暴力の現状認識について  

参考資料（仮称） 

２ 性暴力の根絶に向けた課題

と目指すべき方向性 

 

３ 性暴力となる行為について  

４ 性暴力となる行為の前提と

なる考え方 

 

５ 性暴力をなくすための対応  

 

 


